
 

 

 

平成２８年第２回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 
 

 

議第５０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について  

議第５１号 別府市税条例等の一部改正について  

議第５２号 別府市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正につ

いて  

議第５３号 別府市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る申請者の要

件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

改正について  

議第５４号 別府市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の

一部改正について  

議第５５号 別府市自転車競走実施条例の一部改正について  

議第５６号 別府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について  

議第５７号 動産の取得について  

議第５８号 市長専決処分について  

議第５９号 市長専決処分について  

議第６０号 市長専決処分について  

議第６１号 市長専決処分について  

議第６２号 市長専決処分について  

議第６３号 市長専決処分について  

議第６４号 市長専決処分について  

議第６５号 市長専決処分について  
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議第議第議第議第５５５５００００号号号号  

            特別職特別職特別職特別職のののの職員職員職員職員でででで非常勤非常勤非常勤非常勤のものののものののものののものの報酬及報酬及報酬及報酬及びびびび費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの  

            一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  スクールソーシャルワーカーを非常勤特別職として配置することに伴い、

その報酬及び旅費の額を定めるため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  別表にスクールソーシャルワーカーの報酬及び旅費の額を定めます。  

  なお、報酬は、１時間以内につき１，５００円とします。  

３ 施行期日 平成２８年７月１日  

４ 担当課 教育委員会学校教育課  

 

 

議第議第議第議第５５５５１１１１号号号号  

            別府市税条例別府市税条例別府市税条例別府市税条例等等等等のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）による

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この項目において｢法｣といいま

す。）の一部改正に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正があった場合

において、その修正申告又は増額更正に係る個人の市民税の所得割又は法

人の市民税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、か

つ、当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額を減

少させる更正があった後に当該修正申告書の提出又は増額更正があった

ときは、当該修正申告書の提出又は増額更正により納付すべき税額に達す

るまでの部分について、延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算

することとします。（第１９条、第４３条、第４８条及び第５０条関係）  

 (2) 法改正により、法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げられること

に伴い、法人税割の税率を１００分の１２．１から１００分の８．４に改

定します。（第３４条の４関係）  

 (3) 環境性能割の納税義務者等について規定し、及び現行の軽自動車税を種

別割に名称変更する等の規定の整備をします。（第８０条関係）  
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 (4) 軽自動車税のみなす課税について規定します。（第８１条関係）  

 (5) 条例において規定することとされている、日本赤十字社の所有する軽自

動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲について規定します。（第８１

条の２関係）  

 (6) 環境性能割の課税標準、税率、徴収の方法、申告納付、不申告等に関す

る過料及び減免について規定します。（第８１条の３から第８１条の８ま

で関係）  

 (7) 現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等の規定の整備をします。

（第８２条、第８３条及び第８５条から第９１条まで関係）  

 (8) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例につい

て規定します。（附則第６条関係）  

 (9) 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例、申告納付の特例、徴収取扱

費の交付及び税率の特例について規定します。（附則第１５条の２から第

１５条の５まで関係）  

 (10) 軽自動車税の種別割のグリーン化特例（軽課）の１年延長及び環境性

能割の導入に伴い、現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等の規定の

整備をします。（附則第１６条関係）  

３ 施行期日 平成２９年１月１日。一部は、平成２９年４月１日及び平成３

０年１月１日  

４ 担当課 総務部課税課  

 

 

議第議第議第議第５５５５２２２２号号号号  

            別府市指定地域密着型別府市指定地域密着型別府市指定地域密着型別府市指定地域密着型サービスのサービスのサービスのサービスの事業事業事業事業にににに係係係係るるるる申請者申請者申請者申請者のののの要件並要件並要件並要件並びにびにびにびに人員人員人員人員、、、、

設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準等基準等基準等基準等をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３４号。次項で「基準省令」といいます。）の一部が

改正され、地域密着型通所介護に係る基準が定められたことに伴い、条例を

改正します。  

２ 議案の内容  

  基準省令の改正内容と同様の改正をします。ただし、次に掲げる事項につ

いては、基準省令と異なっています。  
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 (1) 運営規程に定める事項に苦情処理及び虐待防止に関する事項を規定す

ること。（第６１条の１２及び第６１条の３４関係）  

 (2) 従業者に対する研修の内容として、虐待防止、権利擁護、認知症ケア及

び介護予防を規定すること。（第６１条の１３関係）  

 (3) 非常災害対策に関して、具体的計画の周知方法及び見直し、自主防災組

織等との連携･協力体制の確立等を規定すること。（第６１条の１５関係） 

 (4) 記録の保存期間を５年間とすること。（第６１条の１９及び第６１条の

３７関係）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉保健部高齢者福祉課  

 

 

議第議第議第議第５５５５３３３３号号号号  

            別府市指定地域密着型別府市指定地域密着型別府市指定地域密着型別府市指定地域密着型介護予防介護予防介護予防介護予防サービスのサービスのサービスのサービスの事業事業事業事業にににに係係係係るるるる申請者申請者申請者申請者のののの要件並要件並要件並要件並

びにびにびにびに人員人員人員人員、、、、設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準等基準等基準等基準等をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についについについについ

てててて  

１ 趣旨  

  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。次項で「基準省令」とい

います。）の一部が改正され、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に

運営推進会議の設置が義務付けられたこと等に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  基準省令の改正内容と同様の改正をします。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉保健部高齢者福祉課   

 

 

議第議第議第議第５５５５４４４４号号号号  

            別府市地域包括支援別府市地域包括支援別府市地域包括支援別府市地域包括支援センターのセンターのセンターのセンターの職員職員職員職員にににに係係係係るるるる基準等基準等基準等基準等をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例のののの一部一部一部一部

改正改正改正改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）の一部が改正され、



4 

 

地域包括支援センターの職員に係る基準を条例で定めるに当たり、従うべき

基準に関する規定が改められたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  介護保険法施行規則の従うべき基準の改正と同様の改正をします。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉保健部高齢者福祉課  

 

 

議第議第議第議第５５５５５５５５号号号号  

            別府市別府市別府市別府市自転車競走実施条例自転車競走実施条例自転車競走実施条例自転車競走実施条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  災害等の不測の事態が生じた際に別府競輪場以外でも競輪が開催できるよ

うにすること及び入場料の額を規則に委任することに伴い、条例を改正しま

す。  

２ 議案の内容  

 (1) 次の下線部分を追加し、及び取消し線部分を削ります。  

  ア 第３条 市が行う競輪は、別府競輪場その他法第４条第１項の許可を

受けて設置された競輪場（以下「競輪場」という。）において開催

する。  

  イ 第４条 競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、１人につき１，

５５０円以下で規則に定める額とする。  

 (2) 自転車競技法施行規則の引用する条の条ずれに対応します。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 ＯＮＳＥＮツーリズム部競輪事業課  

 

 

議第議第議第議第５５５５６６６６号号号号  

            別府市別府市別府市別府市消防団員等公務災害補償条例消防団員等公務災害補償条例消防団員等公務災害補償条例消防団員等公務災害補償条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第

３３５号）の一部が改正され、傷病補償年金又は休業補償と同一事由により

障害厚生年金等が併給される場合の調整率が改定されたことに伴い、条例を

改正します。  



5 

 

２ 議案の内容  

  附則第５条（他の法律による給付との調整）第２項の表１の項右欄中「０．

８６」を「０．８８」に改め、同表２の項右欄中「０．９１（第１級又は第

２級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、０．９０）」

を「０．９２（第１級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっ

ては、０．９１）」に改め、同条第５項の表中「「０．８６」を「０．８８」

に改めます。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 消防本部庶務課  

 

 

議第議第議第議第５７５７５７５７号号号号  

            動産動産動産動産のののの取得取得取得取得についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  動産を買い入れることについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

２ 議案の内容  

 (1) 取得動産 救助工作車Ⅱ型 １台  

 (2) 契約金額 １２０，９６０，０００円  

        （うち消費税及び地方消費税８，９６０，０００円）  

 (3) 契約の相手方 大分市住吉町二丁目６番３４号  

           新日本消防設備株式会社  

            代表取締役 中 野  裕 之  

３ 担当課 消防本部庶務課  

 

 

議第議第議第議第５８５８５８５８号号号号  

            市長専決処分市長専決処分市長専決処分市長専決処分についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地震に対する災害復旧のため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分したので、同条第３

項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものです。  

２ 議案の内容  
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 (1) 処分事項 平成２８年度別府市一般会計補正予算（第１号）  

 (2) 処分年月日 平成２８年５月１３日  

３ 担当課 企画部危機管理課ほか１３課  

 

 

議第議第議第議第５９５９５９５９号号号号  

            市長専決処分市長専決処分市長専決処分市長専決処分についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地震に対する災害復旧のため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き、市長において専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、

その承認を求めるものです。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成２８年度別府市地方卸売市場事業特別会計補正予算  

        （第１号）  

 (2) 処分年月日 平成２８年５月１３日  

３ 担当課 ＯＮＳＥＮツーリズム部商工課  

 

 

議第議第議第議第６０６０６０６０号号号号  

            市長専決処分市長専決処分市長専決処分市長専決処分についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地震発生後の観光客の落込みに対する観光経済対策を行うため、地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分したので、同条

第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものです。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成２８年度別府市一般会計補正予算（第２号）  

 (2) 処分年月日 平成２８年５月２０日  

３ 担当課 ＯＮＳＥＮツーリズム部観光課、商工課及びＤＭＯ推進室  

 

 

議第議第議第議第６６６６１１１１号号号号  

            市長専決処分市長専決処分市長専決処分市長専決処分についてについてについてについて  

１ 趣旨  
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  平成２７年度別府市国民健康保険事業特別会計の決算見込みに歳入不足が

生じたことに伴い、地方自治法施行令第１６６条の２の規定により繰上充用

を行うことについて、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長に

おいて専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認

を求めるものです。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成２８年度別府市国民健康保険事業特別会計補正予算  

        （第１号）  

 (2) 処分年月日 平成２８年５月２７日  

３ 担当課 総務部保険年金課  

 

 

議第議第議第議第６２６２６２６２号号号号  

            市長専決処分市長専決処分市長専決処分市長専決処分についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）が平成

２８年３月３１日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関

係条例の改正を地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において

専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求め

るものです。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成２８年別府市条例第２４号  

        別府市税条例等の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 平成２８年３月３１日  

 (3) 主な改正内容  

   地方税法附則第１５条（固定資産税等の課税標準の特例）が改められ、

固定資産税の課税標準を同条に定める割合を参酌して市町村の条例で定め

る割合とするわがまち特例の追加に伴い、その割合を定めます。（附則第１

０条の２関係）  

 (4) 施行期日 平成２８年４月１日  

３ 担当課 総務部課税課  
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議第議第議第議第６３６３６３６３号号号号  

            市長専決処分市長専決処分市長専決処分市長専決処分についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）が平成

２８年３月３１日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関

係条例の改正を地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において

専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求め

るものです。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成２８年別府市条例第２５号  

        別府市都市計画税条例の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 平成２８年３月３１日  

 (3) 主な改正内容  

  ア 引用する地方税法第３４９条の条項の追加等に伴い、改正をします。

（第２条関係）  

  イ 地方税法附則１５条（固定資産税等の課税標準の特例）第４２項に規

定する市町村の条例で定める割合（わがまち特例の割合）は、５分の４と

します。（附則第４条関係）  

  ウ 引用する地方税法附則第１５条に新たな項が追加されたこと等に伴い、

改正をします。（附則第１４条関係）  

 (4) 施行期日 平成２８年４月１日  

３ 担当課 総務部課税課  

 

 

議第議第議第議第６４６４６４６４号号号号  

            市長専決処分市長専決処分市長専決処分市長専決処分についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地方税法施行令等の一部を改正する等の政令（平成２８年政令第１３３号）

が平成２８年３月３１日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴

い、関係条例の改正を地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長に

おいて専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認

を求めるものです。  

２ 議案の内容  
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 (1) 処分事項 平成２８年別府市条例第２６号  

        別府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 平成２８年３月３１日  

 (3) 主な改正内容  

   国民健康保険税の減額の基準について、５割減額の対象となる所得の算

定において被保険者の数に乗ずべき金額を２６万５千円（改正前２６万円）

に、２割減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金

額を４８万円（改正前４７万円）に引き上げます。（第２５条関係）  

 (4) 施行期日 平成２８年４月１日  

３ 担当課 総務部保険年金課  

 

 

議第議第議第議第６６６６５５５５号号号号  

            市長専決処分市長専決処分市長専決処分市長専決処分についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  中学生時の保健体育の授業の際に起こった事故の慰謝料等を求めて訴えら

れた裁判の判決に対し、市敗訴部分の取消し等を求めて控訴することについ

て、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分し

たので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものです。 

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 訴え（控訴）の提起  

 (2) 処分年月日 平成２８年５月６日  

３ 担当課 スポーツ健康課  

 


